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幼保連携型認定こども園 小鹿こども園 重要事項説明書 

令和 8 年 2 月 1 日作成 

１ 施設運営者 

名  称 社会福祉法人静岡市厚生事業協会 

代表者氏名 理事長 青島 一壽 

所 在 地 静岡市駿河区小鹿二丁目 25 番８号 

電 話 番 号 054-287-4678 

法人設立年月日 昭和 25 年 11 月２日 

定款の目的に定めた事業 幼保連携型認定こども園の運営 

 

２ 事業の目的、運営方針 

事業の目的 
・小学校就学前の子どもに対する教育及び保育の一体的な実施 

・小学校就学前の子どもの保護者に対する子育ての支援 

運営方針 

教育・保育理念 

生きる力の基礎を培い 心身共に健やかで 心豊かな子どもを育む 

教育・保育方針 

豊かな体験や遊び、人とのかかわりを通して、自ら考え行動する子を

めざし、一人ひとりを大切にします 

園、家庭、地域で協力し育てる『協育』 

教育・保育目標 

やさしい心・元気なからだ・認め合う・いろいろなことにチャレンジ・

最後までがんばる子どもを育てる 

 

３ 施設の概要 

施設の種類 幼保連携型認定こども園 

施設の名称 小鹿こども園 

開設年月日 平成 27 年４月１日 

施設の所在地 静岡市駿河区小鹿二丁目 25 番 15 号 

連 絡 先 
電話番号 054-285-4538 

ＦＡＸ 054-285-4556 

管 理 者 園長 服部 充代 

利用定員 

満３歳以上の児童【１号】          ９人 

満３歳以上の児童【２号】          93 人 

満１歳以上満３歳未満の児童【３号】     48 人 

満１歳未満の児童【３号】          ９人 

嘱 託 医 
静岡済生会総合病院 

療育小児科 早川 幸代  TEL 054-285-0753 
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オシカ歯科医院     小武海 實  TEL 054-262-3303 

学校薬剤師 石川薬局 ゼフィルス  石川 友康   TEL 054-280-2645 

 

４ 開園日・開園時間及び休園日 

教育・保育を 

提供する日 

１ 月曜日から土曜日まで 

ただし、１号認定子どもについては、月曜日から金曜日とする 

２ 年末年始（12月29日から１月３日）及び国民の祝日は休園とする 

３ 以下の期間及び日については、１号認定子どもは休園とする 

（１）夏季休業 ７月29日から８月31日まで 

（２）冬季休業 12月27日から翌年１月４日まで 

（３）春季休業 ３月28日から４月３日まで 

教育・保育を 

提供する時間 

１号認定子ども 午前８時30分から午後２時まで 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

標準時間

認定 

午前７時から午後６時までの範囲内で教育 

又は保育を必要とする時間 

※月曜日～金曜日は午後６時から午後７時

までの範囲内で延長保育を実施 

短時間 

認定 

午前８時30分から午後４時30分までの間で 

教育又は保育を必要とする時間 

※午前７時から午前８時30分まで及び月曜

日～金曜日は午後４時30分から午後７時

までの範囲内で延長保育を実施 

 

５ 施設・設備等の概要 

敷  地 面  積 2,149.36 ㎡ 

建  物 構  造 鉄筋コンクリート造２階建 

延床面積 889.82 ㎡ 

施設の内容 設  備 部屋数 面積 

ほふく室 １室 

164.57 ㎡ 乳児室 ２室 

保育室（２歳児） １室 

保育室（３歳以上児） ３室 256.66 ㎡ 

職員室・保健室 １室 44.61 ㎡ 

調理室 １室 41.79 ㎡ 

本園では「静岡市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例」（平成26年静岡市条例第107号。以下「市条例」という。）の定める基準を遵守し、 

上記の施設及び設備を設置しています。 
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６ 職員の状況 

本園では市条例の定める基準を遵守し職員を配置しています。 

 

７ 提供する教育・保育等の内容 

   本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年３月31日内閣府・文部科学省・

厚生労働省告示第１号）を踏まえ、以下の教育・保育等の提供を行います。 

（１） 年齢別教育・保育目標 

０歳児（ひよこ組） 

・特定の保育者との関わりの中で生活リ

ズムを整えながら安心して過ごす。 

３歳児（桃組） 

・保育者や友達と関わりながら様々な経

験をし、好きな遊びを楽しむ。 

・基本的生活習慣が身に付き自分ででき

るようになる。 

１歳児（青組） 

・安心できる保育者との関わりの中で人

や物との関わりを広げ、自分でやって

みようとする気持ちを持つ。 

４歳児（黄組） 

・集団の中で友達とのつながりを広げる。 

・生活や遊びの中でルールやマナーを守     

 り、意欲的に活動する。 

２歳児（赤組） 

・保育者との関わりの中で、好きな遊びを

見つけ楽しむ。 

・簡単な身のまわりのことを自分ででき

るようになる。 

５歳児（白組） 

・集団生活で力を合わせ達成感や充実感

を味わう。 

・生活や遊びに見通しを持ち行動をする。 

（２）毎日の教育・保育の流れ 

１号認定子ども 時 間 ２号認定子ども ３号認定子ども 

（預かり保育） 

登園 

 

教育・保育活動 

 

 

給食準備 給食 

 

 

降園（預かり保育） 

７：00 

８：30 

 

９：00 

９：30 

11：00 

11：30 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00 

16：30 

 

18：00 

 

19：00 

登園（保育標準時間） 

登園（保育短時間） 

 

教育・保育活動 

 

 

給食準備 給食 

 

午睡準備 午睡 

 

おやつ 

降園（保育短時間） 

遅番保育 

降園（保育標準時間） 

延長保育 

登園（保育標準時間） 

登園（保育短時間） 

 

保育活動 

おやつ 

給食準備 給食 

 

午睡準備 午睡 

 

 

おやつ 

降園（保育短時間） 

遅番保育 

降園（保育標準時間） 

延長保育 
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（３）食事の提供 

給食等の方針 

園での給食は、全ての活動の源となる大切なものと認識し、安全で 

おいしい給食を目指しています。旬の食材を積極的に取り入れていま

す。 

昼食及びおやつ 

昼 食・原則として毎登園日に提供します。 

   ・本園の昼食は、園内で調理したものです。 

おやつ・15 時頃に在園している子どもに提供します。 

   ・３号認定の子どもは午前にもおやつを提供します。 

毎月の献立表により保護者へお知らせします。 

アレルギー等への

対応 

アレルギーのあるお子さんは「保育所におけるアレルギー疾患用生活

管理指導票」を医師へ記入依頼し、それを基に保護者と園で相談の上、

その食材を除去し調理するなど、可能な範囲で必要な対応をとります。 

（４）健康診断等 

  ①内科・歯科検診 

    年２回、嘱託医が実施します。結果については所見のあった子どものみ、お知らせします。 

  ②視力検査 

    ４歳児は年１回、看護師又は保育教諭が実施します。結果については所見のあった子ども

のみ、お知らせします。 

③尿検査 

    年１回、検査用品により実施します。結果については所見のあった子どものみ、お知らせ

します。 

  ④身体測定 

    毎月１回、身長・体重の測定を行います。結果については身体測定表に記載します。 

（５）子育て支援事業の実施 

    子育てに対する不安や悩みに関する相談、保護者相互の情報交換等を通じて地域の子育て 

を応援するため、乳幼児と保護者を対象に、おしゃべりサロン、園庭開放など集まっていた 

だく場を設けています。 

 

８ 保護者の負担 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

    0・1・2 歳児は支給認定区分や保育の必要量、世帯の市民税所得割額、兄弟姉妹の状況に

基づき算定された保護者が居住する市が定める利用者負担額（保育料）を負担していただき

ます。（3・4・5 歳児の保育料は無償です。） 

  



5 

（２） 実費徴収 

保育料とは別に、次のものについて実費がかかります。 

  （ア）給食費（3・4・5 歳児） 

項目 金額 

１号認定子ども給食費（主食費＋副食費） 月額 4,650 円 

２号認定子ども 
主食費 月額 700 円 

副食費（おやつ代含む） 月額 4,700 円 

（イ）個人の用品（年度初め及び必要時に購入） 

対象 金額 

0 歳児 2,000 円程度 

1・2 歳児 3,000 円程度 

3・4・5 歳児 22,500 円程度 

※上記のほか、園外保育（遠足）の交通費等、必要な実費は随時お知らせします。  

  （ウ）保護者会関係 

  ・保護者会費…全園児 2 カ月 1,000 円程度 

  ・卒園準備金…5 歳児 2 カ月 1,000 円程度 

  ＊金額や徴収方法については保護者会が決定します。 

（３）一時預かり、延長保育料 

対象 時間 料金 

１号認定子ども 

（一時預かり） 

午前７時から午前８時 30 分まで 日額 200 円 

午後２時から午後４時 30 分まで 日額 200 円 

午後４時 30 分から午後６時まで 日額 200 円 

土曜日及び長期休業中 

午前８時 30分から午後４時 30分まで 

日額 780 円 

給食費別途 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

（時間外保育） 

短時間認定 

午前７時から午前８時 30 分まで 日額 200 円 

午後４時 30 分から午後６時まで 日額 200 円 

午後６時から午後７時まで（月～金） 日額 200 円 

標準時間認定 午後６時から午後７時まで（月～金） 日額 200 円 

 

９ 保育料・一時預かり料・延長保育料支払方法 

   原則として、口座振替でお願いします。（引落し日：原則毎 20 日） 

※振替指定日が金融機関の非営業日にあたる場合は、金融機関の翌営業日が振替日となります。 

  ※残高不足等による再振替は行っておりません。振替不能だった場合、「口座振替不能通知書」

をお渡ししますので、記載された期日までに現金を職員室にご持参ください。 
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10 利用の終了に関する事項 

本園は、次の場合には保育の提供を終了いたします。 

（１）小学校に就学したとき。 

（２）３号認定子どもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。 

（３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

11 緊急時の対応 

教育・保育中に容体の変化や病状急変等の緊急事態が発生した場合には，あらかじめ保護者

が指定した緊急連絡先へ連絡を行うとともに、嘱託医へ連絡を取るなど必要な措置を講じます。 

 

12 賠償責任保険の加入 

   園の管理下において起こった事故等に備えて、以下の保険に加入しています。 

加入保険会社 （独）日本スポーツ振興センター 

保険の種類 
災害共済給付制度 

（国・設置者・保護者の互助共済制度） 

保険の内容 

負傷・疾病（熱中症、誤嚥等） 

医療保険並みの療養に要する費用の４/10 

傷害  44 万～4,000 万円 

死亡  1,500 万円～3,000 万円 

加入負担金負担者 保護者会、こども園 

 

13 非常災害時の対策 

（１）非常時の対応 

管轄する警察署 静岡南警察署 小鹿交番 

消防計画 
提 出 先：駿河消防署 

届 出 日：平成 28 年６月 

防災設備 自動火災報知機、誘導灯、消火器 

避難訓練 火災及び地震を想定し、月１回実施 

避難場所 

第１避難所 こども園内 

第２避難所 児童遊園（豊田児童館西側） 

第３避難所 小鹿高層団地公園（競輪場北側） 

拠点避難地 静岡市立西豊田小学校 

園児の引き渡し 

震度５強以上の地震が発生した場合、園または避難場所で直接保護

者へ引き渡し 

土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域という指定なく警戒レベル
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３以上が発令された場合は、「（２）風水害時の自宅待機、臨時休

園の取扱い」によらず、１号、２号、３号認定の種別によらず、原

則臨時休園とします。 

（２）風水害時の自宅待機、臨時休園の取扱い 

自宅待機の条件及び自宅待機解除の条件は、以下のとおりです。 

自宅待機の条件 
土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域という指定な

く警戒レベル３以上が発令された場合 

自宅待機の解除の条件（時間） 

警戒レベル３以上が解除された時 

ただし１号認定こどもは午前 11 時までに解除され

ない場合は臨時休園とする 

周
知
の
方
法 

入園時 重要事項説明書 

年度当初 お知らせ配布 

警報発令が予想される前日 
特になし 

＊大きな台風直撃のような場合はメール配信 

当日朝 必要に応じてメール配信 

自宅待機解除及び休業決定 必要に応じてメール配信 

 

14 虐待の防止のための措置 

   本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止等のため、園長を虐待防止に関する責任者として

定め、職員に対する研修を実施します。 

 

15 要望・苦情等に関する相談窓口 

   本園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

   ※園に掲示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 守秘義務及び個人情報の取扱い 

（１） 園長及び職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしません。 

（２） 子どもの卒園又は退園に際しては、その後の小学校や他の施設等における教育・保育が円滑 

に行われるよう、子どもに関しての必要な情報を小学校等に提供します。 

（３） 下記の場合において個人名等の情報が出ることがあります。 

・誕生表や壁面装飾に個人名をつけて展示 

・外部の催事等への写真や作品の提供 

苦情解決責任者 園 長 服部充代 

苦情受付担当者 副園長 鈴木和歌子 

第三者委員 

（苦情解決相談委員） 
地域の民生委員、主任児童委員等３名 

受付方法 文書、電話及び面談等により受付します。 
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・園での活動の様子の写真を園内や HPに掲載 

・ケガなどで医療機関を受診する時の情報提供 

・行事等への外部からの取材による報道（様子や顔が映る） 


